
令和 4 年 11 月 

都市ガスをご利用のお客さまへ 

松江市ガス局 

 

原料費調整制度に基づく令和 4年 12月検針分のガス料金について 

 

日頃より、当市ガス事業に対しご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

 先月もご周知いたしましたとおり、原料費調整制度の変更につきまして、令和 4年

9月議会で条例改正を行い、令和 4年 11月 1日付で一般ガス小売供給約款の内容を一

部変更し、令和 4年 12月検針分（11月ご使用分）より適用いたします。 

昨今の原料価格上昇に伴い、令和 4 年 12 月検針分より原料価格の変動分を適切に

反映させていただきますので、何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

なお、「基本料金」及び「基準単位料金」の変更はございません。 

また、今回の変更において、お客さまご自身でのお手続きは不要です。 

 

■料金計算例（令和 4年 12月検針分料金で比較） 

◎月 21㎥ご使用になる一般契約のお客さまでの差額 

変更前 変更後 

基本料金（A）    670.00円 基本料金（A）    670.00円 

従量料金（B）   5,617.08円 従量料金（B）   6,255.69円 

料金計（A+B）   6,287円 

※円未満切捨て 

料金計（A+B）   6,925円 

※円未満切捨て 

消費税等相当額（C） 628円 消費税等相当額（C） 692円 

合計金額（A+B+C） 6,915円 合計金額（A+B+C） 7,617円 

【差額】  702円の増額 

 

■ガス料金差額分の計算方法（税込） 

お客さまのガス使用量    ㎥×33.448円/㎥＝ガス料金差額 

※円未満切捨て 

※上記計算式の、   に、ガス使用量を入れて、ご計算ができます。 

 ※ガス使用量は「ガス使用量のお知らせ（検針票）」から確認ができます。 

  裏面を参照のうえ、ご確認をお願いいたします。 

 

 

【裏面に続く】  
【お問合せ先】 

松江市ガス局 

営業総務課 営業推進室 料金グループ 

TEL：０８５２－２１－００１２ 



 

当月のガス使用量 

記載箇所 

ガス使用量のお知らせ（検針票） 


